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バン型等のセミトレーラ連結車については、
駆動軸重の上限を10トンから11.5トンに緩和します

45フィートコンテナ等の輸送における車両の許可基準について、
車両長の上限を17メートルから最大18 メートルに引き上げます

○報道発表資料）車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する関係省令等の整備について（平成27年3月31日掲載）

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000497.html

【適用条件】
バン型等のセミトレーラ連結車に対して、申請経路における交差点の交差角が概ね90°以下（一般的な

十字路や丁字路）かつ、車両のリアオーバーハングが3.8～4.2m（3.2～4.2mの場合は全長17.5mまで）
の車両が対象です

（ ①、②の適用に伴い、）

大型車誘導区間の許可基準に係わる対象車両の範囲を拡大します
許可期間２年となる対象車両の範囲（寸法）を拡大します

①

②

③
④

車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する関係省令等の改正に伴い、①～④に示す機能を
オンライン申請支援システムに実装いたします。［施行：平成27年6月1日～］

【適用条件】
バン型等のセミトレーラ連結車（特例８車種）
ただし、バン型等のセミトレーラ用２軸トラクタの後軸重に関する試験及び判定方法に適合した車両に限る

1） 関係省令等の改正に伴う運用の変更点
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2） ①バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一

【追加機能の概要】
a) 国際海上コンテナ輸送車両の場合

海上コンテナ照査実施要領に基づく橋梁照査式の適合判定処理を行い、適合する場合には軸重緩和を適用した算定
処理を行う機能を追加します。

b)バン型等のセミトレーラ連結車の場合
トラクタが認証トラクタ、トレーラがバン型等のセミトレーラ連結車（２軸トラクターに限る特例8⾞種）である
車両については、トラクタの駆動軸重を11.5tまで許容し、連結状態の車両諸元が海上コンテナの照査式に適合して
いる場合（国際海上コンテナ車両の場合と同様に）には、通行条件の重量をB条件と判定する機能を追加します。

No 分類 システム改良内容

1 積載貨物情報入力

（申請書作成）

積載分類「コンテナ」を指定時の積載貨物品の入力分類が細分化 ［2種類⇒9種類］

（なお、過去の申請データを参照する場合には、自動振り分けされます。）

2 車両情報入力

（申請書作成）

海上コンテナ照査実施要領に基づく橋梁照査式の適合判定結果の確認ボタンを追加

なお、包括申請の場合、全ての型式で“○”の場合のみ「適合」と判定

＜適合判定処理の流れ＞

①車検証情報による認証トラクタの有無を判定

②駆動軸重11.5t以下の適合車両を判定

③照査実施要領による照査1を実行

④照査実施要領の簡易算定表による照査2を実行 ※国際海上コンテナ輸送車両の場合のみ

これに適合しない場合には⑤を実行

⑤橋梁照査適合車両算定式による照査2を実行
※本機能は、電子申請書作成システムには実装されておりません。
（緩和対象とする申請書は作成可能ですが、適合判定の確認はオンラインのみです。）

3 通行条件判定

（算定処理）

申請経路における「高速自動車国道等及び指定道路」、「設計荷重がTL-20設計荷重以上で

ある道路」毎に、軸重緩和の適合車両であるかどうかを判定し、それぞれ条件で算定処理を

実行し、通行条件（重量）をB条件と判定

注）5/29以前に提出した申請データに関しては、審査後の通行条件が変更となる場合があります。
（6/1以降に許可発行される申請は、海上コンテナの照査式による算定処理が実行されます。）
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2） ①国内コンテナ等のセミトレーラ車両の駆動軸重の許可基準の緩和

タイプ 「認定トラクタ」の判別条件 （タイプ1 ～タイプ2 のいずれか）

1 ・緩和事項コード 005（軸重）
及び

・制限事項コード 067（基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送するトレーラを
けん引する場合に限る）

の両方が記載されていること

2 ・その他検査事項 630（保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合）

が記載されていること

特車システムにおいては、車検証情報の備考欄に次の記載があるか否かによって
認証トラクタの有無を判定します。

※ 認証トラクタとは

橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラを牽引する海上コンテ
ナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタで、その駆動軸重が
11.5トン以下であって、道路運送車両の保安基準第55条の規定により軸重の基準の緩和の
適用を受けた車両を指します。
（出所：「最新車両制限令 実務の手引 第4次改訂版」P66、398）



4

参考）「認定トラクタ」と判定する車両の車検証（サンプル）

2） ①国内コンテナ等のセミトレーラ車両の駆動軸重の許可基準の緩和

車検証の備考欄に、

［その他検査事項］630

の記載があること

車検証の備考欄に、

［緩和事項］005、かつ

［制限事項］067

の記載があること

「タイプ1」

「タイプ2」



5

特殊車両通行許可算定書に、国際海上コンテナ、またはバ
ン型等のセミトレーラ（2軸トラクタの特例8車種）の場
合に、「高速自動車国道等及び指定道路」、「設計荷重が
TL-20設計荷重以上である道路」の双方の場合について、
軸重緩和特例の適合／不適合の旨を表示する。

一般セミトレーラ（あおり型）

2） ①バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一

積載分類「コンテナ」を指定
時の積載貨物品の分類を細分
化しています。（2⇒9種類）

現行 改修後 備考 

 海上コンテナ（ボックス・20ft） 追加 

海上コンテナ（ボックス・20ft（30.48t 対応）） 追加 

海上コンテナ（ボックス・40ft） 追加 

海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t 対応）） 追加 

海上コンテナ（ボックス） 海上コンテナ（ボックス・その他） ※自動変更 

 海上コンテナ（ボックス・その他（30.48t 対応）） 追加 

海上コンテナ（タンク・20ft） 追加 

海上コンテナ（タンク・40ft） 追加 

海上コンテナ（タンク） 海上コンテナ（タンク・その他） ※自動変更 

国内コンテナ 国内コンテナ 現行どおり 

JR コンテナ JR コンテナ 現行どおり 

（「コンテナ」の積載貨物品）
過去の申請データを
参照する場合には、
(ボックス・その他)
に自動振り分けされ
ますが、照査実施要
領の簡易算定表によ
る照査2で不適合と
判定されます。軸重
緩和の申請を行う際
は適宜修正を行って
ください 。

申請車両情報登録メニューに［橋梁照
査結果の表示］ボタンを追加しました。
押下した後に、橋梁照査結果内容確認
画面を表示する。

橋梁照査結果内容確認画面
に橋梁照査の適合判定結果
を申請単位に、適合有無を
「○/×」で表示します。
判定結果は車両情報入力時
の型式毎に行われます。
包括申請の場合、全ての車
両が条件を満たす場合のみ
「○」と判定されます。

（※参考：「最新車両制限令 実務
の手引 第4次改訂版」P397～）

※
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2） ②45フィートコンテナ等の輸送における車両長の許可基準の見直し

【追加機能の概要】
４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しによる制限緩和の適合判定を実施し、適用判定条件に適合する

場合、交差点折進の審査を車両分類Ⅰの通行条件として判定処理（算定）する機能を追加します。

区分 適用条件 備考

申請車種 全てのセミトレーラ連結車 （重セミ、ポールトレーラを含む）

車両諸元 車幅：2.5m以下
全長17.0m超17.5m以下 かつ リアオーバーハング3.2m以上4.2m以下
全長17.5m超18.0m以下 かつ リアオーバーハング3.8m以上4.2m以下

型式毎に
判定

申請経路 交差点の交差角が概ね90°以下である経路
※ﾘｱｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ

注意点）
リアオーバーハングは、トレーラの

旋回中心軸から車両後端までの長さを
いい、一般的なリアオーバーハングの
長さとは異なります。

[車両の諸元に関する説明書]
帳票の車両諸元表において、
リアオーバーハングの表示
欄を追加し、入力した値が
反映されます。

（適用判定基準）

※本機能は、電子申請書作成システムには実装されておりません。（申請書作成不可）

トレーラの車両情報入力時の車両諸元説明書情報入力画面
に、リアオーバーハングの入力欄を追加しました。
連結長17m超18m以下のセミトレーラ連結車で制限緩和の
対象車両のみ入力が必要です。（※入力は任意です。）



2） ③大型車誘導区間の許可基準に係わる対象車両の範囲の拡大
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その他

幅

高さ

長さ 12m以下 19m以下 21m以下

最小回転半径

総重量 26t以下 39t以下

軸重

隣接軸重

輪荷重

通行経路

車両諸元

隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合18 t以下
1.8 m以上の場合 20 t以下

（隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が
いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下）

通行経路

大型車誘導区間のみを通行していること

5t以下 5t以下

2.5m以下

新規格車以外

フルトレーラ
連結車

ダブルス

連結車

新規格車

単車

12m以下

17m以下
（後軸の旋回中心から車両後端までの距離が

3.2m以上4.2m以下の場合は17.5m以下、
3.8m以上4.2m以下の場合は18m以下）

単車

4.1m以下3.8m以下

連結車

5.75t以下

12m以下

10t以下 10t以下

25t以下

11.5t以下

44t以下

特例５車種追加３車種
セミトレーラ連結車（国際海上コンテナ車を含む）

特例５車種及び追加３車種

特例５車種
バン型、タンク型、幌枠型、
コンテナ運搬用、自動車運搬用

追加３車種
あおり型、スタンション型、船底型

（車両の通行の許可の手続き等を定める省令 第七条）

（対象車両の許可基準）

【追加機能の概要】
①バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一および、②４５フィートコンテナ等の輸送における許可

基準の見直しにより、大型車誘導区間の許可基準に係わる対象車両の範囲が拡大されることに伴い、オンライン申請支
援システムにおいて許可基準を満たす対象車両であるかの判定処理を変更しました。

【変更後】

訂正



2） ④許可期間2年の対象車両の範囲（寸法）の拡大
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（対象車両の車両諸元）

※1  平成25年度の通達改正により長大フルトレーラ等に係る特殊車両通行許可申請における許可
期間が2年に延長されましたが、オンライン申請支援システムの一部が未対応となっていました。
この度、19ｍを超え21ｍまでのフルトレーラにおける申請データの作成が可能となりました。

※2  ただし、17ｍを超え21mまでセミトレーラ（※）については、未対応であるため、１年を超え
る許可期間を希望する方は、申請書の許可期間を１年間で記入していただき、併せて「特殊車両
通行許可期間の延長申請書」を提出していただきますようお願いいたします。
○参照先）PRサイト：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

【長大フルトレーラ等に係る特殊車両通行許可申請における許可期間の延長申請について （平成25年12月12日）】

最新車両諸元 実務の手引き（第4次改訂版） 232頁より

【変更後】

【追加機能の概要】
②４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しにより、許可期間が2年の対象車両が拡大されることに伴い、
対象車両においては、オンライン申請支援システムで申請書の通行開始日から通行終了日が最大2年間までの期間で設定す
ることができます。

（※）

幅

高　　さ

16.0m

17.0m

後軸旋回中心から車両後端までの距離が
3.2m以上4.2m以下のもの

17.5m

後軸旋回中心から車両後端までの距離が
3.8m以上4.2m以下のもの

18.0m

セミトレーラをけん引するための自動車
の連結装置の中心が東涯車両の後軸の車
輪（複数軸を備えるものは後後軸の車
輪）よりも後ろに備えるもの

21.0m

21.0m

21.0m

3.5m

4.3m

単　　　車

連
　
結
　
車

長　　さ

ダブルス

フルトレーラ

セミトレーラ


